
高知県工業団地開発関連事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第１条～第 11 条 （略）

附 則
１ この要綱は、平成 27 年３月 19 日から施行する。

２ この要綱は、令和８年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金につ

いては、第７条第５号から第８号まで及び第 10号並びに第 11条の規定は、同日以降もなおその効力を有す
る。

附 則
この要綱は、平成 29 年３月 17 日から施行する。
附 則

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、令和５年３月８日から施行する。
附 則

この要綱は、令和６年 10 月 24 日から施行する。

別表第１（第３条、第４条関係）

第１条～第 11 条 （略）

附 則
１ この要綱は、平成 27年３月 19 日から施行する。

２ この要綱は、令和８年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金につ

いては、第７条第５号から第８号まで及び第 10号並びに第 11条の規定は、同日以降もなおその効力を有す
る。

附 則
この要綱は、平成 29年３月 17 日から施行する。
附 則

この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は、令和５年３月８日から施行する。

別表第１（第３条、第４条関係）

補助対象事業 補助対象経費
補助率及び

補助金額

次に掲げる関連事業であって市町村が行う新設及び改良工事

１ 道路整備事業

共同開発事業計画地に密接に関連する市町村道その他

の道路

２ 用排水施設整備事業

共同開発事業計画地に密接に関連する用水路又は排水

路、洪水調整池等（利水機能の池を含む。）

３ 公園・緑地整備事業

共同開発事業計画地に密接に関連する公園、緑地等

（防災広場を含む。）

４ その他の事業

１から３までに掲げる事業のほか、共同開発事業計画地

に密接に関連する施設であって知事が特に必要があると

認めたもの

本工事費、用地費及び補償費、

測量及び試験費（調査、測量

及び試験に要する費用）であ

って、地方債の利子償還額（償

還予定分を含む）及び国等

から交付される補助金等

を除き市町村が負担する

こととなる費用

２分の１以内

ただし、これに

よりがたい場合

には、知事が必

要と認める額と

する。

補助対象事業 補助対象経費
補助率及び

補助金額

次に掲げる関連事業であって市町村が行う新設及び改良工事

１ 道路整備事業

共同開発事業計画地に密接に関連する市町村道その他

の道路

２ 用排水施設整備事業

共同開発事業計画地に密接に関連する用水路又は排水

路、洪水調整池等（利水機能の池を含む。）

３ 公園・緑地整備事業

共同開発事業計画地に密接に関連する公園、緑地等

（防災広場を含む。）

４ その他の事業

１から３までに掲げる事業のほか、共同開発事業計画地

に密接に関連する施設であって知事が特に必要があると

認めたもの

本工事費、用地費及び補償費、

測量及び試験費（調査、測量

及び試験に要する費用）、地方

債の利子償還額（償還予定分

を含む）であって、国等から

交付される補助金等（地方

交付税を含む）を除き市町

村が負担することとなる

費用

２分の１以内

ただし、これに

よりがたい場合

には、知事が必

要と認める額と

する。


